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(57)【要約】
【課題】アーム等の支持部材に回動可能に支承して照明
範囲を変えることのできる照明器具において、ランプの
交換を容易にする。
【解決手段】照明器具１は、下方に開口部１１ａを有す
る箱状の筐体１１、ランプ１２、開口部１１ａに対して
開閉可能に取り付けられてランプ１２の放射光を透過す
るセード１３から構成される。筐体１１は、照明器具１
の重心位置における両側面に作業台のアームと嵌合する
円柱状の支持軸１１ｂと、一方の端部１１ｃに設けられ
てセード１３を支承するヒンジ１１ｄと、他方の端部１
１ｅに設けられて照明器具１の使用時にセード１３を筐
体１１に対して係止するための係止部材１１ｆを備える
。ランプ１２の交換に際して、係止部材１１ｆを緩める
と、セード１３がヒンジ１１ｄを支点にして下方に回動
し、開口部から離隔する。これにより、照明器具１の重
心が筐体１１の一方の端部１１ｃ側に移動して筐体１１
に支持軸１１ｂを中心とする右回りのモーメントが作用
し、開口部１１ａが横向きに大きく開く。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下方に開口部を有する箱状の筐体内部にランプが収納され、支持部材に対し回動可能に
支承される照明器具であって、
　前記開口部に対して開閉可能に取り付けられる蓋部材を有し、
　前記筐体は、
　前記照明器具の重心位置における両側面に突設する支持軸と、
　一方の端部に設けられ、前記蓋部材の一側を支承するヒンジ部材と、
　他方の端部に設けられ、前記蓋部材の他側を前記開口部に対して係止する係止部材と、
を具備した照明器具。
【請求項２】
　請求項１に記載の照明器具であって、
　前記蓋部材は、
　前記ランプの照射光を透過する光学部材である照明器具。
【請求項３】
　請求項１に記載の照明器具であって、
　前記蓋部材は、
　セードである照明器具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、アーム等の支持部材に回動可能に支承して照明範囲を変えることのできる照
明器具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、作業台や勉強机等のタスク面を照明するための、例えば、図６に示すような照明
器具がある。図６において、照明器具３は、下方に開口を有する箱状の筐体３１の内部に
ランプ３２が収納され、作業台４の端部から延伸するアーム４１にヒンジ３３を介して回
動自在に支承されている。
【０００３】
　このように構成された照明器具３を、ヒンジ３３を支点にして上下に首振りさせること
により、作業台４のタスク面の照射範囲を変えることができる（例えば、特許文献１参照
）。
【０００４】
　上記従来の照明器具３において、ランプ３２を交換しようとすれば、仰向けに作業をし
なければならない。しかしながら、照明器具３の直下には作業台４のタスク面があるため
、ランプ３２の交換作業が困難である。
【０００５】
　これを回避するために、例えば図７に示すように、照明器具３を上方に回動させて筐体
３１の開口部を横方向に向け、この状態で照明器具３を固定してからランプ３２の交換作
業を行う。しかしながら、照明器具３の開口部を横方向で安定して固定するには、ヒンジ
３３の回動を一時的に拘束するための、ねじ止め等の緊締手段が必要であり、照明器具２
の構成が複雑になると共に、ねじ止めを行う付加作業が増え、ランプの交換作業が繁雑に
なるという問題点がある。
【０００６】
【特許文献１】特開２００１－４３７２２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、上記の事情に鑑みてなされたもので、アーム等の支持部材に回動可能に支承
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して照明範囲を変えることのできる照明器具において、ランプ交換の容易な照明器具を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の照明器具は、下方に開口部を有する箱状の筐体内部にランプが収納され、支持
部材に対し回動可能に支承される照明器具であって、前記開口部に対して開閉可能に取り
付けられる蓋部材を有し、前記筐体は、前記照明器具の重心位置における両側面に突設す
る支持軸と、一方の端部に設けられ、前記蓋部材の一側を支承するヒンジ部材と、他方の
端部に設けられ、前記蓋部材の他側を前記開口部に対して係止する係止部材と、を備える
ものである。
【０００９】
　この構成により、蓋部材をヒンジ部材に対して回動し、開口部から下方に離隔すること
で、照明器具の重心が支持軸に鉛直な位置からヒンジ部材の方向へ移動するので、筐体が
支持軸を介して回動する。これにより、開口部が横向きに大きく開いて安定するので、ラ
ンプの交換が容易となる。
【００１０】
　また、本発明は、上記の照明器具において、前記蓋部材は、前記ランプの照射光を透過
する光学部材であるものを含む。
【００１１】
　この構成により、蓋部材をセード等ランプの照射光を透過する光学部材と兼用すること
ができるので、開口部を横向きに保持するために、新たにねじ止め等の緊締手段を設ける
必要がなく、部品数の増加を招くことがないとともに、ランプの交換作業が容易となる。
【００１２】
　更に、本発明は、上記の照明器具において、前記蓋部材は、セードであるものを含む。
【００１３】
　この構成により、蓋部材をセードと兼用することで、開口部を横向きに保持するための
ねじ止め等の緊締手段を設ける必要がなく、部品数の増加を防ぐことができるとともに、
ランプの交換作業が容易となる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、アーム等の支持部材に回動可能に支承して照明範囲を変えることので
きる照明器具において、ランプ交換の容易な照明器具を提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施の形態に係る照明器具について、図面を用いて説明する。
【００１６】
　図１は本発明の実施の形態に係る照明器具の外観を示す側面図、図２は本実施の形態に
係る照明器具の概略構成を示す平面図（ａ）、側面図（ｂ）、断面図（ｃ）である。
【００１７】
　図１及び図２において示すように、本実施の形態の照明器具１は、筐体１１、ランプ１
２、セード１３を有する構成である。
【００１８】
　筐体１１は、下方に開口部１１ａを有する箱状に形成されている。そして、照明器具１
の重心位置における筐体１１の両側面に突出して設けられ、後述する作業台２のアーム２
１端部に設けられた穴と嵌合して、筐体１１を回動可能に支持する円柱状の支持軸１１ｂ
と、一方の端部１１ｃに設けられてセード１３を支承するヒンジ１１ｄと、他方の端部１
１ｅに設けられて照明器具１の使用時にセード１３を筐体１１に対して係止するためのね
じやラッチ機構等の係止部材１１ｆを備えて構成されている。
【００１９】
　ランプ１２は、筐体１１の内部に設けられた不図示のソケットを介して取り付けられる
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複数の蛍光ランプであり、セード１３を介して照射光を下方に放射する。
【００２０】
　セード１３は、筐体１１の開口部１１ａに対向し、ランプ１２の放射光を透過する白色
や乳白色、透明若しくは半透明の偏平な樹脂成形品で構成され、通常は、筐体１１に設け
られたヒンジ１１ｄ及び係止部材１１ｆによって筐体１１に固定されている。
【００２１】
　そして、ランプ１２を交換する際に、係止部材１１ｄを緩めることで、ヒンジ１１ｄを
支点にして下方に回動し、筐体１１の開口部１１ａを横向きに開くことができる。
【００２２】
　次に、このように構成された照明器具１の使用時の状態について説明する。図３は、本
実施の形態に係る照明器具を作業台に取り付けた状態を示す図である。
【００２３】
　図３において、照明器具１の支持軸１１ｂは、作業台２から上方に延伸するアーム２１
の端部に設けられた穴と嵌合して取り付けられている。このとき、支持軸１１ｂは照明器
具１の重心位置にあるので、照明器具１は略水平方向を保持しており、ランプ１２からの
照射光Ｌは、作業台２に載置された作業対象物２２を照明し、作業者Ｍにより作業が行わ
れる状態にある。
【００２４】
　次に、このように構成された照明器具１において、ランプ１２の交換動作について説明
する。図４（ａ）～（ｃ）は、ランプ１２の交換動作を説明するための説明図である。
【００２５】
　図４（ａ）は、ランプ交換を始める前の照明器具１の状態を示しており、照明器具１の
重心Ｇの位置は支持軸１１ｂと略一致している。これにより、照明器具１はほぼ水平の状
態を保持している。
【００２６】
　図４（ｂ）は、筐体１１の係止部材１１ｆを緩めた状態を示している。係止部材１１ｆ
を緩めることで、セード１３はヒンジ１１ｄを支点にして下方に回動し、これにより照明
器具１の重心Ｇは矢印Ａで示す方向、即ち、筐体１１の一方の端部１１ｃの方向に移動す
る。
【００２７】
　図４（ｃ）は、照明器具１の重心Ｇが筐体１１の一方の端部１１ｃに移動した状態を示
している。このように、重心Ｇが筐体１１の一方の端部１１ｃに移動することで、筐体１
１には支持軸１１ｂを中心とする右回りのモーメントが作用し、これにより筐体１１の開
口部１１ａは横方向に大きく開放する。
【００２８】
　図５は、作業台において、作業者が照明器具１のランプ１２を交換する際の状態を示す
説明図である。
【００２９】
　図５において、作業者Ｍは、筐体１１の大きく開放した開口部１１ａに向かい、筐体１
１内部に収納されているランプ１２をソケットから取り外し、新しいランプ１２をソケッ
トに取り付ける。
【００３０】
　ランプ１２の交換が終わると、セード１３を把持して筐体１１の開口部１１ａを閉じ、
係止部材１１ｆを締める。これによって重心Ｇは、支持軸１１ｂの位置に移動し、照明器
具１は、図３に示すように通常の水平状態に戻る。
【００３１】
　以上説明したように、このような本発明の実施の形態に係る照明器具によれば、下方に
開口部を有する箱状の筐体内部にランプが収納され、開口部に対して開閉可能に取り付け
られるセードを有して構成される。筐体は、照明器具の重心位置における筐体の両側面に
突出して設けられる支持軸と、一方の端部に設けられてセードの一側を支承するヒンジと
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、他方の端部に設けられてセードの他側を開口部に対して係止する係止部材を備える。
【００３２】
　ランプの交換に際しては、係止部材を緩めることでセードがヒンジを支点にして下方に
回動し、開口部から離隔する。これによって、照明器具の重心が筐体の一方の端部側に移
動して筐体に支持軸を中心とする右回りのモーメントが作用し、開口部が横方向に大きく
開くので、ランプの交換が容易となる。
【産業上の利用可能性】
【００３３】
　本発明は、アーム等の支持部材に回動可能に支承して照明範囲を変えることのできる照
明器具において、ランプ交換の容易となる効果を有し、作業用や勉強机等の照明器具に有
用である。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】本発明の実施の形態に係る照明器具の外観を示す側面図
【図２】（ａ）本発明の実施の形態に係る照明器具の概略構成を示す平面図　（ｂ）本発
明の実施の形態に係る照明器具の概略構成を示す側面図　（ｃ）本発明の実施の形態に係
る照明器具の概略構成を示す断面図
【図３】本発明の実施の形態に係る照明器具を作業台に取り付けた状態を示す概略図
【図４】（ａ）本発明の実施の形態に係る照明器具のランプ交換を始める前の状態を示す
説明図　（ｂ）本発明の実施の形態に係る照明器具の係止部材を緩めた状態を示す説明図
　（ｃ）本発明の実施の形態に係る照明器具の重心が筐体の一方の端部に移動した状態を
示す説明図
【図５】作業台において、作業者が本発明の実施の形態に係る照明器具のランプを交換す
る際の状態を示す説明図
【図６】従来の作業台用照明器具の概略構成を示す図
【図７】従来の作業台用照明器具において、ランプ交換の状態を示す説明図
【符号の説明】
【００３５】
　１　照明器具
　１１　筐体
　１１ａ　開口部
　１１ｂ　支持軸
　１１ｃ　筐体の一方の端部
　１１ｄ　ヒンジ
　１１ｅ　筐体の他方の端部
　１１ｆ　係止部材
　１２　ランプ
　１３　セード
　２　作業台
　２１　アーム
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